
 

 

※令和 7 年７月 7 日からの窓口受付時間が 

午前８時４５分～午後４時３０分となります。 

（６０分短縮 

※ 

 

 

令和 7 年度 

幼稚園等利用手続きのご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜おねがい＞ 

園ごとに、教育目標や取り組みはさまざまです。入所申込みの前に、必ずお子様と一

緒に入所を希望する園を見学してください。 

見学の際は、事前に各園に電話で見学できる日時をご確認ください。なお、各園の休

園日や行事日は見学できないことがあります。 

 

教育標準時間認定 

希望者用（1 号・新 1 号認定） 

☆ お問い合わせ先 ☆ 

久喜市役所保育幼稚園課 管 理 係 

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見８５－３ 

℡０４８０－２２－１１１１（代） 

菖蒲行政センター菖蒲こども未来係 

〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀３８ 

℡０４８０－８５－１１１１（代） 

栗橋行政センター栗橋こども未来係 

〒349-1192 埼玉県久喜市間鎌２５１－１ 

℡０４８０－５３－１１１１（代） 

鷲宮行政センター鷲宮こども未来係 

〒340-0295 埼玉県久喜市鷲宮６丁目１－１ 

℡０４８０－５８－１１１１（代）  

 

令和 7 年度クラス編成表 

クラス年齢 生年月日 

５歳児（年長） H３１(2019)．４．２ ～ Ｒ ２(2020)．４．１ 

４歳児（年中） Ｒ ２ (2020)．４．２ ～ Ｒ ３(202１)．４．１ 

３歳児（年少） Ｒ 3  (2021)．４．２ ～ Ｒ 4(2022)．４．１ 

満３歳児 ３歳の誕生日前日～R5（2023）．４．１ 

※ 満３歳児の受け入れをしているかどうかは、各園に直接お尋ねください。 

※ ４月１日現在の年齢でクラスが決まります。 
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１ 幼稚園とは 

 幼稚園は、小学校以降の生活や学習の基盤をつくるために幼児期の教育を行う

学校です。  

 

２ ３つに分類される「幼稚園」 

 平成２７年４月に施行された「子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」とい

う。）」において、「施設型給付」と「地域型保育給付」が創設されました。この２つの

給付制度は、従来は別に行われていた保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育

施設に対する財政支援（各省庁による運営費や補助金等）を共通化するために作られ

た仕組みです。 

 このため、この新制度に移行した保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育施

設に入所（利用）する場合は、市に教育・保育給付認定申請書を提出し、支給認定証

の交付を受ける必要があります。 

なお、新制度に移行しない幼稚園と認可外保育施設は、教育・保育給付認定を受け

る必要はないですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、別途認定（施

設等利用給付認定）を受ける必要があります。 

 

 従来の幼稚園は、次の３つに分類されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※久喜市では、新制度幼稚園は、「公立幼稚園」のみです。 

 ※上記３種類の幼稚園を、これ以降は「幼稚園等」と記載いたします。 

 

 

従来の 

幼稚園 

認定こども園 

（教育部） 

新制度幼稚園 
（新制度に移行し

た幼稚園） 

従来幼稚園 
（未移行幼稚園） 

幼児教育・保育の

無償化の対象とな

るためには、別途

認定（施設等利用

給付認定）が必要 

入園内定後に 

「認定申請」 

⇒「令和７年度 

保育所等利用手続

きのご案内」の 

３ページ以降参照 
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３ 教育・保育給付認定 

 認定こども園（教育部）及び新制度移行幼稚園（公立幼稚園）（以下「認定こど

も園（教育部）等」という。）従来幼稚園（未移行幼稚園）を希望される方につい

ては、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。 

１号認定 ３歳児以上の子どもで認定こども園（教育部）又は新制度に移行し

た幼稚園を希望する方 

新 1 号認定 満３歳児～５歳児が、従来幼稚園（未移行幼稚園）の保育料の無償

化の給付を受けるために必要な認定 

２号認定 ３歳児以上の子どもで就労等のため保育の必要がある方 

※２号認定（保育認定）を受けた方でも幼稚園等に申込みできます。  

 

教育・保育給付については、入園内定を受けた園を通じて市へ申請することと

なります。なお、市外の幼稚園を希望される方についても久喜市へ教育・保育給

付認定申請をしていただきますが、申請方法（申請書提出先等）は希望先幼稚園

に確認してください。 

※ 従来幼稚園（未移行幼稚園）につきましては、教育・保育給付認定申請は

不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、別途認定（施設等

利用給付認定）を受ける必要があります。 

 

４ 教育・保育給付認定期間 

 教育標準時間認定となり、３年間（小学校就学前まで）が基本となります。  

 

５ 幼稚園等入園申込期間       
申込期間 各幼稚園等が指定する期間 

申込場所 希望する各幼稚園等 

※ 願書や申込みについては、各園に直接お問合せください。 

※ 幼稚園等の申込み前に教育・保育給付認定を受ける必要はありません。 

 

６ 保育所等併願申込み 

幼稚園等と保育所等（２号認定）の併願をする場合は、幼稚園等への申込みと

あわせて、教育・保育給付認定（２号認定）申請書等を市へ（園で取りまとめを

しない場合は、保護者が直接）提出してください。 

 教育・保育給付申請については、「令和 7 年度保育所等利用手続きのご案内」 

７ページ以降の「保育所等入所のご案内」を参照してください。 

 なお、併願する場合は、保育認定申請をすることを必ず幼稚園等に伝え、了承

を得てください。 
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７ 申込みから入所までの流れ               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 利用者負担金 

 令和元年１０月からはじまった「幼児教育・保育の無償化」に伴い、令和元

年１０月分以降の保育料につきましては無償となります。 

  「幼児教育・保育の無償化」は、保育所、認定こども園等を利用する３歳 

から５歳までのすべての子どもたちの保育料（利用料）が無償化されるもの 

ですが、以下の費用は対象外（実費負担）となります。 

 

（１）通園送迎費（バス代）、給食費（主食費・副食費）、行事費などは、これまで 

どおり保護者の負担です。 

※年収約３６０万円未満相当世帯の子どもたちと第３子以降の子どもたち（兄

弟姉妹のカウントはこれまでと同様）については、副食費が免除されます。 

（２）認定こども園（幼稚園部分）の「預かり保育」については、保育を必要と 

する施設等利用給付認定（新２号認定）を受けて、施設等利用費の申請をす 

ることで、月額１１，３００円（日額４５０円）を上限として、償還払いの 

対象（無償化）となります。 

  （３）一時預かり、ファミリー・サポート・センターなどの利用料の無償化は、保

育園や認定こども園などに通園している方は対象外です 

願書 配布 
○ 願書は各幼稚園等で配布します。 

  （配布時期は各幼稚園等にお問合わせください。） 

入園申込み 
○ 申 込 先：各幼稚園等 

○ 申込期間：各幼稚園等の指定期間（各幼稚園にお問合せください。） 

○ 必要書類：各幼稚園等に確認してください。 

入園内定 ○ 申込みした幼稚園等から内定を受けます。 

認定申請 
○ 幼稚園等がとりまとめしない場合（市外の幼稚園など）は市へ申

請してください。 

認定証交付 
○ 認定証を交付します。（園を通じて、あるいは郵送） 

入 園 
○ 重要事項に関する説明（上乗せ徴収等）があります。 
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９ 市内幼稚園等一覧 

【認定こども園（教育部）等〔１号・新１号〕     給食 ○：毎日 ★：お弁当あり 

区

分 

地

区 
名   称 電話番号 所 在 地 定

員 

新
制
度
移
行 

園 

バ 

ス 

給 
 

 

食 

預
か
り
保
育 

未
就
園
児
教
室 

満
３
歳
児
保
育 

園
庭
開
放 

備 
 

 

考 

公 
 

 
 

 

立 

久

喜 
中央幼稚園 22-8547 

下早見 

85-15 
140 ○   ○   ○ 

３
年
保
育 

栗

橋 
栗橋幼稚園 52-3346 

中里 

1044-1 
140 ○ ○  ○   ○ 

３
年
保
育 

私 
 

 
 

 

立 

久

喜 

幼保連携型認定こども園 

久喜みなみこども園 
23-2828 

下早見 

481-2 
150 ○ ○ ○ ○ ○  ○  

そらにとどくき  

認定こども園 ののの 

（学校法人 久喜幼稚園） 

25-5750 本町 1-2-60 132 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○  

幼保連携型認定こども園  

あけぼの幼稚園(教育部) 

22-3327 

（代表） 
青葉 3-7 105 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○  

幼保連携型認定こども園  

あけぼの東幼稚園(教育部) 

21-1011 

（代表） 

久喜東 

1-16-12 
144 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○  

幼稚園型認定こども園 

久喜あおば幼稚園 
23-1660 青毛 4-11-5 155 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

菖

蒲 

幼保連携型認定こども園 

菖蒲幼稚園（教育部） 
85-4151 

菖蒲町菖蒲 

410-4 
90 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○  

幼稚園型認定こども園 

長龍寺幼稚園 
85-1002 

菖蒲町三箇

992 
60 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○   

栗

橋 

認定こども園こどもむら  

さくらのもり 
52-0004 

伊坂南 

２－６－１ 
15 ○ ○ ★ ○ 〇 ○   

認定こども園こどもむら  

栗橋さくら幼稚園 
52-5871 

伊坂南 

２－１２－１ 
165 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○  

栗橋白百合幼稚園 52-0179 
栗橋東 

2-13-1 
160   ○ ★ ○ ○ ○     

鷲

宮 

幼保連携型認定こども園 

さくらだこども園(教育部) 
58-1003 

西大輪 

1-17-2 
150 ○ ○ 〇 ○ ○    

幼稚園型認定こども園 

鷲宮幼稚園 
58-0075 

鷲宮 

3-6-2 
150 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○   

※ 新制度に移行した幼稚園を希望する場合には、教育・保育給付申請が必要となります。 

※ 新制度に移行しない幼稚園（従来幼稚園（未移行幼稚園））を希望する場合には、教育・保

育給付申請は不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、別途認定（施設

等利用給付認定）を受ける必要があります。 

※ 預かり保育の時間等、詳細については各幼稚園等に直接確認してください。
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久喜市子育てガイドブックでは、幼稚園に関する情報を掲載しております。各園の位置情報や、

園の紹介等が掲載されております。 

下記 Q R コードまたは、アドレスからアクセスできますので、ぜひご活用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《U R Lアドレス》        《QR コード》 

https://ciqlc.hp.peraichi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

11 久喜市子育てガイドブックについて  



 

 

 

 

編集・発行 

久喜市 こども未来部 保育幼稚園課 

TEL：0480-22-1111 

改訂日 令和７年４月 


